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概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応

支援が必要な児童生徒の学習環境を向上させる

2

施策の概要

一人ひとりの教育的ニーズへの対応施策(３層)

直接目標

子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり基本政策(１層)

未来を担う人材を育成する政策(２層)

主な事務事業

児童支援コーディネーター専任化事業 適応指導教室事業

特別支援教育推進事業 海外帰国・外国人児童生徒相談事業

共生・共生推進事業 就学援助・就学事務

児童生徒指導・相談事業 奨学金認定・支給事務

概要

資料３－４
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実施計画に位置付けた成果指標

支援の必要な児童の課題改善率成果指標①

指標の考え方
課題の改善率の向上は、教育的ニーズのある児童の支援が適切に実施されていることを示し
ている。課題の改善率を見ることで、支援が必要な児童の学習環境等の向上のための取組の
成果を測ることができる。

概要

指標の考え方
支援が必要な生徒の問題行動の一つとして、暴力行為があげられる。その発生件数の変化を
見ることで、暴力行為を起こす生徒への対応や学習環境の向上のための取組の成果を測るこ
とができる。

1,000 人あたりの暴力行為発生件数（中学校）成果指標②

いじめの解消率成果指標③④

指標の考え方

「いじめ防止対策推進法」が施行され、「いじめ防止基本方針」を策定し、市民全体でいじめ防
止への意識を高く持ち、いじめ問題への未然防止、早期発見・早期対応を図る取組を進めて
いる。いじめの解消率の変化を見ることで、学校、家庭、地域においてのいじめ防止対策の成
果を測ることができる。

不登校児童生徒の出現率成果指標⑤⑥

指標の考え方
不登校はさまざまな要因を背景として現れるため、その出現率の変化を見ることで、支援が必
要な児童生徒のニーズへの対応や学習環境の向上のための取組の成果を測ることができる。
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実施計画に位置付けた成果指標

支援の必要な児童の課題改善率成果指標①

算 出 方 法
課題が解消・改善した児童数(5,524 人)／全小学校が把握した支援が必要な児童数(6,757 
人)×100（％）

指標の考え方
課題の改善率の向上は、教育的ニーズのある児童の支援が適切に実施されていることを示し
ている。課題の改善率を見ることで、支援が必要な児童の学習環境等の向上のための取組の
成果を測ることができる。

指標の目標値
81.8％
（H26）

88.0％以上
（H29）

第１期実施計画の取組状況を踏まえて、よりよい状況
の実現に向けて目標値を定め、目標達成に向けて取
り組みます。

目標値の考え方
第1 期実施計画の終期となるH29 には、H26 推進校で達成した課題改善率88％をめざすこと
とし、以降も段階的な改善を図る。

概要

※第１期の取組状況を踏まえて、第２期実施計画策定時に第２期以降の目標値を設定しました。
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実施計画に位置付けた成果指標

算 出 方 法 暴力行為発生件数(239件)／全生徒数(28,816 人)× 1,000

指標の考え方
支援が必要な生徒の問題行動の一つとして、暴力行為があげられる。その発生件数の変化を
見ることで、暴力行為を起こす生徒への対応や学習環境の向上のための取組の成果を測るこ
とができる。

指標の目標値
8.29件
（H26）

8.22件以下
（H29）

第１期実施計画の取組状況を踏まえて、よりよい状況
の実現に向けて目標値を定め、目標達成に向けて取
り組みます。

目標値の考え方
H26 の本市の発生件数は、過去の調査の中で最低の8.29 件となっている。
国・県の1,000 人あたりの発生件数(国：10.7 件、件：18.6 件)を下回っているが、さらに発生件
数を減少させていくことを目標とする。

1,000 人あたりの暴力行為発生件数（中学校）成果指標②

概要

※第１期の取組状況を踏まえて、第２期実施計画策定時に第２期以降の目標値を設定しました。
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実施計画に位置付けた成果指標

いじめの解消率成果指標③④

算 出 方 法 解消した件数（小： 407件、中：154 件）／認知件数（小：619 件、中：185件）× 100（％）

指標の考え方

「いじめ防止対策推進法」が施行され、「いじめ防止基本方針」を策定し、市民全体でいじめ防
止への意識を高く持ち、いじめ問題への未然防止、早期発見・早期対応を図る取組を進めて
いる。いじめの解消率の変化を見ることで、学校、家庭、地域においてのいじめ防止対策の成
果を測ることができる。

指標の目標値

小学校 65.8％
中学校 83.2％

（H26）

小学校 80.0％以上
中学校 90.0％以上

（H29）

第１期実施計画の取組状況を踏まえて、より
よい状況の実現に向けて目標値を定め、目標
達成に向けて取り組みます。

目標値の考え方

いじめの態様が年々変容し、潜在化、巧妙化が進んで見えにくくなっている中、小学校では、
児童支援コーディネーターを専任化して配置している学校数の増加に伴い、いじめの早期発
見・早期対応により認知件数が増加している。認知したいじめの解消件数を増やし、全国平均
(89.9％)を下回っている解消率の増加をめざす。中学校においては、全国平均(86.4％)を下
回っているため、全国最高レベルの水準をめざし、目標値を設定する。

概要

※第１期の取組状況を踏まえて、第２期実施計画策定時に第２期以降の目標値を設定しました。
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実施計画に位置付けた成果指標

不登校児童生徒の出現率成果指標⑤⑥

算 出 方 法
不登校児童生徒数（小：271 人、中：1,003 人）／全児童生徒数（小： 71,436人、中：
28,816 人）×100（％）

指標の考え方
不登校はさまざまな要因を背景として現れるため、その出現率の変化を見ることで、支援が必
要な児童生徒のニーズへの対応や学習環境の向上のための取組の成果を測ることができる。

指標の目標値

小学校 0.38％
中学校 3.48％

（H26）

小学校 0.30％以下
中学校 3.39％以下

（H29）

第１期実施計画の取組状況を踏まえて、より
よい状況の実現に向けて目標値を定め、目標
達成に向けて取り組みます。

目標値の考え方

児童生徒の増加が続く見込みの中、国平均(0.39％)を下回っている小学校については、過去5 
年の最低水準まで改善することを目標とする。中学校については、国平均(2.76％)を上回って
いるため、全国平均の水準まで段階的に改善することをめざし、目標値を設定する。
※すべて公立学校の平均値

概要

※第１期の取組状況を踏まえて、第２期実施計画策定時に第２期以降の目標値を設定しました。
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教育的ニーズの多様化
背景

本市では、特別支援学校や特別支援学級に在籍する障害のある児童生徒が増加傾
向にあるとともに、通常の学級においても、発達障害のほか、いじめや不登校、経済
的に困難な家庭環境など、さまざまな支援を必要とする子どもが増加している現状が
あります。
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そのような状況の中、すべての子どもが生
き生きと個性を発揮しながら成長できるよう
、一人ひとりの教育的ニーズに応じて、適
切な相談・指導・支援を実施します。
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施策をとりまく社会状況
背景

H28年には障害者差別解消法が施行さ
れ、過度の負担がない範囲で国・地方公
共団体による基礎的環境整備・合理的
配慮の提供が義務化されました。

グローバル化の進展に伴い、本市で
も外国籍児童生徒や外国につながり
を持つ日本人の児童生徒が増加して
います。
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H13年度から文部科学省が「スクールカ
ウンセラー等活用事業」として、都道府県
・政令指定都市を対象とする補助事業が
開始されました。

複雑化する問題行動には、児童生徒の
置かれている環境の問題が複雑に絡み
合っており、教育の分野に加え、社会福
祉等に関する専門的な知識や技術をす
る“スクールソーシャルワーカー”の支援
が求められています。

概要 背景 取組 成果 まとめ
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これまでの本市での取組
背景

H26年度から全児童生徒に対してお知ら
せ兼申請書を配布・回収し、申請者を認
定、援助費を支給

H25年度に入学支度金、学年資金の二
本立てとする制度改正を実施。H28年度
に対象校の拡充と、入学支度金の支給
時期を入学前の3月中の支給を可能とす
る制度改正を実施。

国に先駆けてH16年度から小・中学校で
指名した特別支援教育コーディネーター
の機能を拡充し、児童指導・教育相談の
機能を併せもった児童支援コーディネー
ターをH24年度から小学校で順次専任化

H8年度から中学校3校に配置したスクー
ルカウンセラーを、H17年度には全中学
校まで拡充

H19年度から小学校・高校に派遣を開始
した学校巡回カウンセラーを、H22年度
までに7名まで拡充

スクールカウンセラー

高等学校奨学金

児童支援コーディネーター 就学援助

H21年度から区・教育担当に4名、H25年
度には各区１名の7名を配置。H27年度
には川崎区を2名体制にし、計8名に。

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）
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児童支援コーディネーター専任化事業
取組

障害の有無にかかわらず、全ての児童を対象とした校内支援体制づくりの推進役と
なる児童支援コーディネーターを全市立小学校（１１３校）で専任化しました。

従来の特別支援教育コーディネーターの機能を拡充し、児童指導や教育相談等の
機能を加えることにより、多様な教育的ニーズに対して、早期の適切な支援を実施
することができます。

児童支援コーディネーターが情報を集約・整理し、校内の教職員への共通理解を図
ることで、学校全体の支援力・課題解決力が高まります。

校内支援
体制の構築 児童指導

特別支援教育 教育相談

児童支援コーディネーター

・自分を大切に思う気持ちや

社会性の育成

・いじめや暴力行為の未然防止

・校内で支援を必要とする児童

の把握と計画的な支援の実施

・特別支援学級の指導の充実

・不登校児童の支援

・児童やその保護者との

教育相談

の充実

校長

教頭

校内組織
イメージ図

・ケース会議等、チーム支援の中心的役割
・担任支援
・児童、保護者への教育相談の充実
・幼保、中学校、地域、関係機関との連携窓口
・発達障害等、課題のある児童の理解促進
・一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援計画の作成

児童支援コーディネーター

報
告

実施

教
務
主
任

学
年
主
任

概要 背景 取組 成果 まとめ
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特別支援教育推進事業
取組

特別支援教育サポーターの配置を高校へ拡充し、小・中・高等学校で計21,310回実
施することで、一人ひとりの子どもの状況に応じた支援の充実を図りました。

情緒関連通級指導教室全10校にセンター的機能担当教員を配置し、小・中学校へ
の巡回等による支援を実施しました。

医療的ケアを必要とする児童生徒への支援（看護師の派遣） については、希望した
14名に実施するとともに、支援のあり方について検討を進めました。

特別支援学級担当者向け20回、通級担当者向け28回、特別支援教育コーディネー
ター向け13回の必修研修を実施し、教員の専門性の向上を図りました。

要請訪問
計画訪問

定数１名
H29年度から情緒関連
通級指導教室に配置
（小７名・中３名）

センター的機能担当教員通級指導教室

加配措置
・概ね子ども１０名に
１名の教員
・４名が上限

在籍校・域内の学校

【対象】
・通常の学級に在籍し何らかの
支援を要する児童生徒

・通級指導を受けている児童生徒
・通級指導を考えている児童生徒
・通級指導を終了する児童生徒
【その他】
・研修の講師
・個別の指導計画作成支援等

通
級
の
セ
ン
タ
ー
的
機
能
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児童生徒指導・相談事業
取組

学校長からの派遣要請を受け、区・教育担当が必要と判断した場合等に、社会福祉
等の専門職であるスクールソーシャルワーカーを派遣し、学校や家庭からの聞き取
りや課題解決に向けた支援を行うとともに、必要に応じて関係機関と連携を図り、適
切な支援につないだり、さらに支援を充実させる方法を相談したりしました。

中学校全52校にスクールカウンセラーを継続配置し、生徒指導担当や特別支援コ
ーディネーター、養護教諭をはじめとする教職員との連携を図りながら相談活動を行
いました。

小・特別支援学校には要請に応じて、高等学校には計画的に学校巡回カウンセラ
ーを派遣し、児童生徒の心理的ストレスの軽減などの心のケアや、学校の相談活動
の充実を図り、問題行動等の未然防止や早期対応につながる支援を行いました。

相談活動では、不登校や登校しぶりの相談が多く、学校適応に向けて学校と家庭を
結ぶ機能を果たしました。

概要 背景 取組 成果 まとめ
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小学校

児童

児童支援コーディネーター

14

児童生徒への支援イメージ図（小学校の例）
取組

連携
支援

保護者

特別支援教育
センター

適応指導教室
（ゆうゆう広場）

学校巡回カウンセラー

教育相談
センター

総合教育
センター

スクールソーシャルワーカー

区・教育担当

各区役所 連携する関係機関
・小学校通級指導教室
・特別支援学校
センター的機能
・児童相談所
（子ども家庭センター）
・民生委員
（主任児童委員）
・県立養護学校

地域支援部
・県警本部
少年相談保護センター
・地域療育センター
・発達相談支援センター
・教育活動総合
サポートセンター
・こども文化センター

etc…

担任

校 長 ・ 教 頭



概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応 15

その他の事業における取組
取組

＜共生・共育推進事業＞

担当者研修会や学校要請訪問を通した学校での取組支援や、子どもたちの実態
に応じたエクササイズ集の改訂による、「かわさき共生＊共育プログラム」の推進

・大きな輪を作ることで、集団の凝集性を高める
エクササイズの体験

・グループで絵を完成させることで一体感やお互いを
尊重し合う気持ちを味わうエクササイズの体験

概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応 16

その他の事業における取組

５月効果測定アンケート実施結果から課題を見つけ出し、エクササイズの実施と日常
的な教育活動を通して意識した取組を行うことで、子どもたちの社会性を育みます。

取組

効果測定 第１回目（５月実施）結果 効果測定 第２回目（１２月実施）結果

共生＊共育プログラム 取組の一例

言語的解決スキルUPを意図したエクササイズ（例）
・仲間に入る言葉かけを考え練習するｴｸｻｻｲｽﾞ

・聞き手の姿勢や態度が話しやすさにどう影響するか体
験し、話し手の気持ちに気づくｴｸｻｻｲｽﾞ

・設定場面ごとに適切な表現で自分の意思を伝える役割
演技をとおして、相手とトラブルなく円滑に自分の意思を伝
える方法を学ぶｴｸｻｻｲｽﾞ

言語的解決

スキルの低

さと集団のま

とまりに課題

が見られる。

言語的解決

スキルの上

昇と、集団の

まとまりが見

られた。

日常の取組
の中での言
語的解決ス
キル向上の
取組

社会性（スキル） 社会性（スキル）

信
頼
感

信
頼
感言

語
的
解
決

言
語
的
解
決

スキルと信頼感のバランス スキルと信頼感のバランス



概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応 17

その他の事業における取組
取組

＜適応指導教室事業＞

市内６箇所の適応指導教室（ゆうゆう広場）を運営し、小集団による体験活動等を
通した学校復帰や社会的な自立につながる取組の実施

＜海外帰国・外国人児童生徒相談事業＞

海外帰国・外国人児童生徒が速やかに安心して学校生活を送れるよう、就学に向
けた身近な教育相談を172件実施

日本語指導等協力者を279人に派遣し、日本語の初期指導や学習面・心理面の補
助だけでなく、教員とのコミュニケーション、保護者と学校との連携面もサポート

＜就学援助・就学事務＞

これまで7月に支給していた新入学児童生徒学用品費の支給時期を入学前の3月
に変更（新中学校1年生）

就学事務システムを活用した就学事務の円滑かつ適正な実施

＜奨学金認定・支給事務＞

高等学校奨学金について必要な予算を確保し、申請基準と採用基準が乖離しない
よう、申請基準を満たした申請者全員を奨学生として採用

概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応

課題の改善率の向上は、教育的ニーズのある児童への支援が

適切に実施されていることを示しています。

平成29年度に児童支援コーディネーターが全校で専任化された

ことにより、すべての児童に対して丁寧な見取りが行われ、課題

の改善率の向上へとつながっています。
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成果指標①の達成状況

支援の必要な児童の課題改善率

成果

課題解

消

3%

改善傾

向
66%

変容見

られず

12%

支援未

実施
19%

平成28年度課題の改善率
（平成29年度より専任化校）

課題解消 改善傾向

変容見られず 支援未実施

課題解

消

3%

改善傾

向

86%

変容見

られず

7%

支援未

実施

4%

平成29年度課題の改善率
（平成29年度より専任化校）

課題解消 改善傾向

変容見られず 支援未実施

407

304

299

246

428

4870

5220

5862

6258

7541

774

656

563

366

402

309

339

241

257

54

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

小学校 課題の把握と改善率（経年変化）

課題が解消 課題が改善

変容なし 支援の未実施

6360

6519

6965

7127

8425

Ｈ29
目 標 88％

実 績 94.6％

現状値 81.8％(H26)



概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応

支援の未実施率は、学校が把握した支援の必要な児童に対して、何らかの支援が実施された

か否かが示されるものです。

児童支援コーディネーターの専任化校では、支援の必要な児童の認知が促進されるとともに、

児童の教育的ニーズに合わせた支援が実施されています。

児童支援コーディネーターの専任化校が増えるとともに、支援未実施率も低くなっています。
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その他成果（数値で把握できる補足指標）

支援の必要な児童への支援未実施率

成果

3.5% 3.6%

0.6%0.6% 0.5% 0.6%

65校

79校

113校

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

0

15

30

45

60

75

90

105

120

H27年度 H28年度 H29年度

支援の未実施率（経年変化）と

専任化校数

全小学校

専任化校のみ

専任化校数

(校) (％)

概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応

中学校における暴力行為の発生件数は、平成22年度から減少傾向にあ

りましたが、最も少ない数値であった平成27年度から増加しています。

平成28年度の増加については経年変化の一部であると考えており、県

の調査結果においても減少傾向にあることから、長期的に分析していく

必要があります。
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成果指標②の達成状況

1,000人あたりの暴力行為発生件数（中学校）

成果

832
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401
346 312
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202 221

30.85 
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1,000人あたりの暴力行為発生件数（中学校）

発生件数

1000人あたり
の出現率

（件） （％）

Ｈ29

目 標 8.22件(H28)

実 績 7.56件(H28)

現状値 8.29件(H26)



概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応

いじめの認知件数が平成27年度から平成28年度にかけて、小学校で661

件から1,165件、中学校で147件から231件と増加していることは、教職員が

きめ細かく認知していることによるものと考えています。文部科学省はいじ

めの認知件数が多い学校について肯定的に評価しており、全国的にも同

様の傾向が見られます。

認知件数が増加する中、今年度から定義が明確化された解消率は小・中と

もに80％を超えており、早期発見・早期対応によるいじめ問題への対応が

速やかにできていると考えます。
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成果指標③④の達成状況

いじめの解消率
成果

54
161 130

353
453

619
661

1165

290 281
170

238
167 185 147

231

68.5 73.3 
66.2 

87.0 

60.0 

65.8 78.7
83.2

70.0 
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いじめ認知件数及び解消率

小学校認知件数 中学校認知件数

小学校解消率 中学校解消率

(％)(人)

認知件数

全国：313,590件（前年度比1.44倍）

神奈川県：14,375件（前年度比1.82倍）

解消率

全国：90.6%

神奈川県：81.3%

（公立小・中・高・特別支援学校合計）

参考

Ｈ29（小学校）

目 標 80％(H28)

実 績 83.2％(H28)

現状値 65.8％(H26)

Ｈ29（中学校）

目 標 90％(H28)

実 績 91.8％(H28)

現状値 83.2％(H26)

概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応

長期欠席者のうち、不登校児童生徒数は小学校では平成24年度から、中
学校では平成27年度から増加し、過去5年間で一番多い数字となっていま
す。全国的にも平成24年度の調査から小・中学校ともに増加しています。

小学校については、担任や児童支援コーディネーターが、欠席した児童の
保護者と積極的な関わりをもつことで、児童の欠席状況を正確に把握する
ことができたことによると考えます。

しかし、小学校6年生が翌年中学校1年生になった際の不登校増加率が依
然として高いことから、児童生徒の個に応じた適切な支援を引き継ぐことが
必要となっています。
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成果指標⑤⑥の達成状況（目標未達成）

不登校児童生徒の出現率

成果

174 213 238 210 238 271 293
378

1091 1140
1036 1010 1048 1003 980

1116

0.25 0.30 0.34 0.30 0.34 
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不登校出現率（小）

不登校出現率（中）

不登校出現率（小・全国）

不登校出現率（中・全国）

(人) (％)

不登校の要因は多様・複雑であることから、日頃から児童生徒一人ひとりに寄り添った対応を行

い、関係機関と連携・協力を図るなど、登校支援の取組が引き続き必要となります。

Ｈ29（小学校）

目 標 0.3％(H28)

実 績 0.52％(H28)

現状値 0.38％(H26)

Ｈ29（中学校）

目 標 3.39％(H28)

実 績 3.82％(H28)

現状値 3.48％(H26)



概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応 23

その他の成果①

小学校全校で児童支援活動を推進する児童支援コーディネーターを専任化したこと
で、家庭訪問や電話連絡が適切に行えるようになり、保護者との共通理解や連携が
図りやすくなりました。

成果

特別支援教育サポーターの配置を高校に拡充したことで、支援の必要な生徒の在籍
が推測される高校への支援体制の向上に繋がりました。

通級指導教室センター的機能の活用により、専門性の高い担当教員からの個別の
指導計画作成や授業のユニバーサルデザインへの助言、相談等が活発に行われ、
小中学校通常の学級における支援力の向上に繋がりました。

特別支援教育推進事業

児童支援コーディネーター専任化事業

教育的ニーズのある児童生徒の課題改善に向け、児童支援コーディネーターや特別
支援教育コーディネーターが窓口となり、スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカー等の支援人材の活用が進み、適切に関係機関との連携が図られるようにな
りました。

児童生徒指導・相談事業

概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応

教育相談において、日本の学校生活の様子
や日本語指導について話すことで安心した学
校生活につなげるとともに、児童生徒の状況
把握により、学校との速やかな情報共有・連
携が図られています。

協力者の派遣により、児童生徒が学校生活へ
速やかに適応できるだけでなく、様々な面で
のサポートにより、保護者と学校の連携面等
においても良い効果を生み出しています。

様々な要因で登校できなくなっている児童生徒の居場所として支えるだけでなく、一
人ひとりの教育的ニーズに応え、登校や進路決定へつなげることができました。

24

その他の成果②
成果
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日本語指導等協力者派遣数推移

適応指導教室事業

海外帰国・外国人児童生徒相談事業

小学校での共生＊共育プログラムの取組が市内保育園の職員研修会等で紹介され
るなど、事業への関心が高まってきています。

共生・共育推進事業



概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応 25

その他の成果③

新中学１年生への新入学児童生徒学用品費の支給時期変更により、中学校への新
入学の準備に資するものとなりました。

就学事務システムの稼働に伴い、学齢簿の更新作業が自動化されたこと、データの
検索が可能となったこと、各種通知書の作成や問合せ対応にかかる時間が短縮され
たことにより、事務処理の簡素化・効率化・迅速化を図ることができました。

成果

就学援助・就学事務

高等学校奨学金について、対象校を拡充したことや、必要な予算を確保して申請基
準を満たす全ての申請者を採用したことにより、これまでより多くの生徒が奨学金の
支給を受けられるようになりました。

奨学金認定・支給事務

概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応

① 配下の事務事業の取組は、掲げた目標どおりに進捗しました。

② 小学校の不登校児童出現率について、児童支援コーディネーターの専任

化により丁寧な見取りが促進されたことで、長期欠席児童が不登校として

計上されたことが考えられます。この場合、今後適正な指導が実施される

ことで、数値が改善されると思われます。なお、小・中学校の不登校児童生

徒出現率の増加は、国や県の調査も同様の傾向であり、国や県によると「

教育の機会の確保等に関する法律」の制定により、学校に登校することの

みを目標にするのではなく、家庭や関係機関と連携し、多様な支援を行う

ようになったことが要因の一つとして考えられています。本市においては、

適応指導教室（ゆうゆう広場）の運営により、通級する中学3年生の就職・
進学等の進路決定、社会的自立につなげることができています。
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施策の達成状況

Ａ 順調に推移した（目標を達成した）施策の達成状況

【施策の達成状況区分】 Ａ 順調に推移（目標を達成）、Ｂ 一定の進捗があった（目標未達成のものがあるが一定の進捗があった）
Ｃ 進捗が遅れた（現状を下回るものが多くあった）、Ｄ 進捗は大幅に遅れた（現状を大幅に下回った）

理 由

まとめ



概要 背景 取組 成果 まとめ

施策２－２－２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応

① 本施策は効果的な事業構成であるため、配下の事務事業について、引き

続き取組を進めます。

② 特別支援学校や特別支援学級の在籍者数、また小中高等学校の通常の

学級における支援の必要な児童生徒の人数は増加傾向にあり、その教育

的ニーズも多様化しています。このような教育的ニーズに応えるため、特

別支援教育の推進を着実に進めます。

③ 事務処理の簡素化・効率化・迅速化を図り、事務処理の軽減や市民サービ

スの向上を実現するため、「就学援助システム」の構築を開始します。また

、新小学校１年生（平成31年度新入学）に対する新入学児童生徒学用品費
の入学前支給を実施します。
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施策の今後の方向性

Ⅰ 効果的な事業構成である（現状のまま継続する）今後の方向性

【今後の方向性区分】 Ⅰ効果的な事業構成である（現状のまま継続する）、Ⅱ概ね効果的な構成である（一部見直し等の余地がある）
Ⅲあまり効果的な事業構成でない（見直し等の余地が大きい）、Ⅳ事業構成に問題がある（抜本的な見直し等が必要である）

理 由

まとめ


